
 

独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止、 

          業務の移管等について 

 

 

 

 平成２３年４月２７日に公布された「独立行政法人雇用・能力開

発機構を廃止する法律」(平成２３年法律第２６号)に基づき、平成

２３年９月３０日に独立行政法人雇用・能力開発機構は廃止され、

独立行政法人雇用・能力開発機構の職業能力開発業務は、独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へ移管されました。 

 これに伴い、私ども職業能力開発総合大学校は、「独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合大学校」として、

引き続き、職業訓練指導員の育成等の業務を実施していくこととな

ります。 

 我が国における職業訓練指導員育成のための中核拠点として、今

後とも積極的に取り組んでいく所存ですので、引き続きご支援方よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

        平成２３年１０月１日 

 

           独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

                       職業能力開発総合大学校 

                           校 長  古 川 勇 二 


